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福井県建設工事総合評価落札方式（地域防災力維持型）実施要領 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、福井県建設工事総合評価落札方式実施要領（以下、「総合評価落札方式実施

要領」という。）第１条に規定する総合評価落札方式のうち、総合評価落札方式実施要領第３条

第１項の評価方式のいずれにもよらない方式（以下、「総合評価落札方式（地域防災力維持型）」

という。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 
 
２ この要領に別段の定めがない事項については、総合評価落札方式実施要領、制限付き一般競

争入札実施要領（事後審査型）、および公共工事における総合評価落札方式の手引き（以下、「総

合評価の手引き」という。）に定めるところによる。 

 

（対象工事） 

第２条 総合評価落札方式（地域防災力維持型）の対象となる工事は、原則として設計額（消

費税および地方消費税に相当する額を含む。以下同じ。）が２千万円を超え１億円未満の「土木一

式工事」のうち総合評価落札方式実施要領第３条第１項第１号に規定する実績評価型（簡易型）

によらない工事（主たる工事内容が「総合評価の手引き」（別表１）に該当しない工事）とする。 

 

（入札方式） 

第３条 総合評価落札方式（地域防災力維持型）は、制限付き一般競争入札（事後審査型）によ

り行うものとする。 

 

（総合評価落札方式における入札公告の記載事項） 

第４条 契約担当者は、総合評価落札方式（地域防災力維持型）により一般競争入札に付そうと

するときは、福井県財務規則（昭和３９年福井県規則第１１号。以下「財務規則」という。）第

１４９条および制限付き一般競争入札（事後審査型）実施要領に規定する事項のほか、次に掲

げる事項を公告するものとする。 

⑴ 入札に付する工事が総合評価落札方式の対象となる工事であること。 

⑵ 評価対象となる項目（以下「評価項目」という。）およびその評価基準 

⑶ 技術資料および技術資料に記載された事実を確認するための資料（以下「総合評価確認資

料」という。）の内容、提出の方法、期間および場所その他技術資料および総合評価確認資

料に関する事項 

⑷ 総合評価の評価方式 
 
２ 評価項目および評価基準は、別記２（地域防災力維持型）の評価基準表を設定するものとす

る。 

 

（評価方法） 

第５条 総合評価落札方式（地域防災力維持型）による評価の方法は、入札価格に応じそれぞ

れ次に定める計算方法により算出する数値（以下「評価値」という。）をもって行うものとす

る。 

ア 入札価格が基準価格以上の場合 

評価点＝標準点＋技術評価点 

評価値＝評価点／入札価格 

 

イ 入札価格が基準価格未満の場合 

評価点＝標準点＋技術評価点 

評価値＝評価点／｛基準価格+α×（基準価格－入札価格）｝ （※係数α＝3） 
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２ 前項の「標準点」とは、全ての入札参加者に与える数値をいい、その数値は１００点とする。 
 
３ 第１項の「技術評価点」とは、別記２（地域防災力維持型）に規定する評価基準表に定める

評価項目ごとに与える加算点を合計した数値をいい、当該評価基準表に定める数値を満点とす

る。 
 

４ 第１項の「基準価格」とは、福井県建設工事総合評価落札方式実施要領第１４条の規定によ

り定める額をいう。 

 

（技術資料の提出） 

第６条 総合評価落札方式（地域防災力維持型）による入札に参加を希望する者は、制限付き一

般競争入札実施要領第７条に規定する確認申請書等のほか、次に掲げるところにより、技術資

料を提出しなければならない。 

ア 次項第１号および第２号の技術資料 入札書の提出と同時に、入札公告において定める

方法により提出する。 

イ アに掲げる技術資料以外の技術資料 制限付き一般競争入札（事後審査型）実施要領第

８条第２項に規定する確認申請書等の提出期間内に、入札執行者が指定する方法により提

出する（確認申請書等の提出を求められた者に限る。）。 
 
２ 技術資料は、次に掲げるとおりとする。 

⑴ 技術資料提出書（様式第４号） 

⑵ 技術資料自己評価申請書（様式第４号の２）（地域防災力維持型） 

⑶ 企業の技術力および地域性・社会性（様式第９号）（地域防災力維持型） 

⑷ 主任（監理）技術者の資格等（様式第１１号）（地域防災力維持型） 

※主任（監理）技術者の評価対象（４０歳未満および３５歳未満を評価）となる年齢は、

当該工事の入札書提出日が属する年度の４月１日時点の年齢をいう 

⑸ 工事を自社および当該管内の下請企業で施工する比率（様式第１２号の１）（地域防災力

維持型）（当該項目に対し加点申請がある場合のみ提出する） 

⑹ 配置予定の専門技術者（自社施工に係るもの）（様式第１２号の２）（地域防災力維持型）

（当該項目に対し加点申請がある場合のみ提出する） 

⑺ 当該年度の入札による契約件数（様式１３号）（地域防災力維持型） 

※契約件数について、「合併入札」の場合にはその入札工事全体で１件とカウントする 
 
３ 技術資料の作成に要する費用は、入札参加者の負担とする。 
 
４ 技術資料が提出された場合、その返却および公表は行わないものとする。 
 
５ 技術資料の撤回、内容の修正または再提出は、認めないものとする。 

 

（技術資料の審査） 

第７条 技術資料の審査は、入札参加資格の確認と併せて行うものとする。 
 
２ 技術資料の審査および入札参加資格の確認の期間は、次に定めるとおりとする。 

⑴ 制限付き一般競争入札（事後審査型） 入札期間の末日の翌日から起算して、原則として

７日以内（休日を除く。） 
 

３ 技術資料の審査は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。 

⑴ 最も評価値の高い者を決定するに当たっては、全ての入札参加者（失格者を除く。）につい

て、技術資料自己評価申請書（以下自己評価書という。）の技術評価点（合計）の欄に記載の

ある数値を真実の数値であると仮定して評価値を算定する。 

⑵ 前号の規定により算定した評価値が最も高い者に係る技術評価点について、次に定めると

ころにより評価値の確定を行うものとする。 

ア 自己評価書の加算点の欄に数値の記載がない場合は、当該項目は、加点なしとする。 

イ 自己評価書の加算点の欄に当該項目の最大の配点の数値を超える数値の記載がある場合

は、当該項目は、加算点なしとする。 

 

ウ 自己評価書の加算点の欄に記載がある数値と項目説明の欄の記載の内容（例えば、有と

無、その他など）とが一致しない場合は、加算点の欄に記載がある数値により評価する。 
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エ 加点することができないと入札執行者が明確に判断できる項目については、減点した数

値により評価することができる。 

⑶ 前号に規定するところにより確定した技術評価点に基づき評価値を算定した結果、最も評

価値の高い者が変ったときは、当該変更後の最も評価値の高い者について、前号に定めると

ころにより技術評価点および評価値を確定するものとし、最も評価値の高い者が決定するま

で、同様に繰り返すものとする。 

⑷ 前３号に規定するところにより最も評価値の高い者（以下この項において「落札候補者」

という。）が決定したときは、当該落札候補者に対して、確認申請書等の提出を求め、次に定

めるところにより当該落札候補者の技術評価点を確定するものとする。 

ア 自己評価書に記載された各項目（工事成績評定点の平均点に係る項目を除く。イにおい

て同じ。）の加算点の欄の点数が、前条第２項第３号および第４号に掲げる技術資料の記載

内容より高い場合は、当該項目は、加点なしとする。 

イ 自己評価書に記載された各項目の加算点の欄の点数が前条第２項第３号および第４号の

技術資料の記載内容より低い場合は、当該項目は、自己評価書の加算点により評価する。 

ウ 自己評価書に記載された工事成績評定点の平均点に係る項目については、入札執行者に

おいて確認を行った数値により評価するものとする。ただし、当該数値と落札候補者が自

己評価書に記載した数値とが一致しない場合には、入札執行者と落札候補者とが、相互に

確認を行った数値により評価するものとする。 

⑸ 落札候補者となった者以外の入札参加者については、第２号に定めるところにより当該入

札参加者の技術評価点を確定するものとする。 

⑹ 第４号に規定するところにより確定した技術評価点に基づき落札候補者の評価値を算定し

た結果、当該落札候補者が最も評価値の高い者でなくなったときは、前号に規定するところ

により確定した技術評価点に基づき算定した評価値が最も高い者を新たな落札候補者として

選定し、第４号の規定の例により当該新たな落札候補者の技術評価点を確定するものとし、

落札候補者が最も評価値が高い者と決定するまで、同様にこれを繰り返すものとする。 

 

（失格） 

第８条 入札をした者のうち次のいずれかに該当する者は、失格とする。 

⑴  提出した技術資料が最低限の要求要件を満たしていない者 

⑵  技術資料および総合評価確認資料を提出しない者 

⑶  自己評価書の技術評価点（合計）の欄に、数値の記載をしなかった者または評価点数の満

点を超える数値を記載した者 

 

（落札者の決定） 

第９条 落札者の決定は、次に定めるところにより行うものとする。 

⑴ 制限付き一般競争入札（事後審査型） 次のアおよびイに定めるところによる。 

ア 予定価格の範囲内で入札した者のうち、第７条第３項各号に規定するところにより確定

した評価値が最も高い者を落札候補者として決定するものとする。ただし、最も評価値の

高い者が複数であるときは、くじ引きにより、落札候補者を決定するものとする。 

イ アの規定により決定した落札候補者について、審査会（第１２条第１項に規定する審査

会をいう。）の審査および必要に応じて技術委員会（第１３条に規定する技術委員会をい

う。）の意見聴取を行った後、落札候補者の決定の日から原則として７日以内（休日を除

く。）に、当該落札候補者を落札者として決定する。 
 
２ 入札執行者は、前項各号の規定により落札者を決定したときは、全ての入札参加者に対し、

落札者を通知するものとする。 

 

（入札結果等の公表） 

第１０条 総合評価落札方式による場合における制限付き一般競争入札実施要領第１７条の規定

に適用については、同条第２項中「落札者および落札決定の日」とあるのは、「落札者および落

札決定の日ならびに入札参加者の評価点（評価対象者のみ）および評価値（評価対象者のみ）」

とする。 

 



-4- 

 

（総合評価審査会） 

第１１条 総合評価落札方式に係る事務を適正に執行するため、福井県行政組織規則（昭和３９

年福井県規則第２１号）第６条に規定する本庁の部および同規則第２１条に規定する出先機関

ならびに教育庁および警察本部（次項においてこれらを「各部局等」という。）に、総合評価審

査会（以下「審査会」という。）を設置する。 
 
２ 審査会は、次に掲げる事項を審議する。 

⑴ 総合評価落札方式を行うことの適否 

⑵ 総合評価落札方式における落札者の決定基準 

⑶ 技術資料の審査および評価 

⑷ 総合評価落札方式の結果の審査および落札者の決定 
 
３ 審査会に、委員長および委員を置く。 
 
４ 委員長は、各部局等の長をもって充てる。 
 
５ 委員は、各部局等の長が指名する者をもって充てる。 
 
６ 審査会は、総合評価落札方式を実施するに当たっては、地方自治法施行令（昭和２２年政令

第１６号。以下「令」という。）第１６７条の１０の２第４項および第５項の規定により、次条

第１項に規定する技術委員会の意見を聴かなければならない。 

 

（学識経験者の意見の聴取） 

第１２条 令第１６７条の１０の２第４項の規定する学識経験を有する者の意見を聴くため、福

井県総合評価技術委員会（以下「技術委員会」という。）を設置する。 
 
２ 技術委員会は、学識経験を有する者２人以上をもって構成する。 

 

 （評価項目の履行の担保） 

第１３条 契約担当者は、加点評価を行った評価項目に係る内容については、次に掲げるところ

により、その履行を担保しなければならない。 

（１）  加点評価を行った評価項目に係る内容については、契約書に記載し、その内容が工事施

工にあたって履行されていない場合には履行するよう求めること。 

（２）  「工事を自社および当該管内の下請企業で施工する比率」で加点された工事においては、

工事着手前の工事元請・下請関係者届出書提出時に、「工事を自社および当該管内の下請

企業で施工する工事（様式第１４号の１）（地域防災力維持型）」および「自社施工に係

る専門技術者の配置について（様式第１４号の２）」を提出させ、自社および当該管内の

下請企業で施工する旨通知された工事についてはすべて自社および当該管内の下請企業

で施工するよう求めること。 

（３） 加点評価を行った評価項目に係る内容の履行を求めたにも関わらず、履行されていない

ことが確認された場合には、別記１の〔加点評価を行った評価項目の履行確保の方法〕に

より対応すること。 

（４） 技術資料に虚偽の記載を行う等、明らかに悪質な場合においては、福井県工事等契約に

係る指名停止等の措置要領に基づく措置等が行われる場合があること。 

 

（その他） 

第１４条 この要領に定めのない事項またはこの要領の規定によりがたい事項については、契約

担当者が必要に応じて別に定めるものとする。 

 

附 則 

１ この要領は、平成２６年６月１日から施行する。 

２ この要領は、平成２９年７月１日から施行する。 

３ この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 

４ この要領は、平成３１年５月１日から施行する。 

５ この要領は、令和 ２年４月１日から施行する。 

６ この要領は、令和 ３年５月１日から施行する。 
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７ この要領は、令和 ５年５月１日から施行する。 

８ この要領は、令和 ６年４月１日から施行する。 

９ この要領は、令和 ７年５月１日から施行する。 

１０ この要領は、令和 ８年４月１日から施行する。 

福井県建設工事総合評価落札方式（地域防災力維持型）試行実施要領は、廃止する。 
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別記１（地域防災力維持型） 

 

加点評価を行った評価項目の履行確保の方法 

 

 受注者の責に帰すべき事由により、受注者が入札時に提示した下記の性能、機能、技術など加点評

価を行った評価項目（以下「加点項目」という。）が達成されていない場合の取扱いは、次の各号に定

めるところによる。 

 

１ 契約金額の減額または損害賠償請求 

加点項目について不達成が認められ、加点項目が達成されていない場合は以下の方法による。 

 

検査等によって確認された当該加点項目の状況に基づき加算点（確認された当該加点項目の状

況が最低限の要求要件を満たさない場合にあっては、最低限の要求要件との差について加算点の

算出方式に準じて計算した点数を減じたものを加算点とみなす。）の再計算を行った場合に受注者

の落札時における評価値を確保するのに見合う金額と受注者の当初請負金額との差額、または当

初請負額に５％を乗じた額のいずれか大きい金額を、工事目的物の完成引渡前においては契約金

額から減額し、工事目的物の完成引渡後においては損害賠償請求等を行うこととし、その場合の

算定方法は次のとおりとする。 

 

減額または損害賠償額＝{１－（１００＋β）÷（１００＋α）}×Ｃ  または 

減額または損害賠償額＝0.05 × Ｃ  のいずれか大きい値 

 Ｃ：当初の契約金額（円） 

 α：当初の加算点 

 β：検査等によって確認された当該加点項目の状況に基づき再計算した加算点 

 

２ 工事成績評定点の減点 

 契約金額の減額または損害賠償請求を行った場合には、工事成績評定点についても10点減点する。 

 

３ 指名停止等の措置 

 加点項目に虚偽の内容がある等、明らかに悪質であると県が認めた場合、「福井県工事等契約に係

る指名停止等の措置要領」に基づく指名停止等の措置を行う。  

 

記（例）（加点項目の状況に併せて適宜修正） 

  

○○○○（受注者名を記入する。）が入札時に加点評価された以下の評価項目と個々の加算点 

 

 １ 「自社および当該管内の下請企業で施工する比率７割以上」を達成する。・・・0.7 点 

・福井県建設工事元請下請関係適正化指導要綱を遵守する。 

・当該工事に従事する全員の作業員名簿を現場に常備する。 

  ・工事元請・下請関係者届出書届時に提出する「工事を自社および当該管内の下請企業で施工 

する比率」（様式第１４号の１）（地域防災力維持型）で記載された工種・数量以外について、 

すべて自社で施工する。 

２ 配置予定技術者は、（４０歳未満の）（１級土木施工管理技士（１級建設機械施工管理技士）を

有する）当該工事の入札書提出時の者を配置する。・・・1.5 点 

３ 発注者の指定する品目全てに県産品を活用する。・・・0.5 点 

 

 注：契約時に特約事項として枠部分を記入し、契約書に閉じ込む。 

※ 「自社で施工する」とは、自社で雇用されている社員により施工することを指す。 

なお、自社で雇用されていない者が施工していた工種については、すべて下請契約により施工

していたものとみなす。 

※ 自社で雇用されている旨の確認については、発注者の求めに応じ住民税特別徴収税額通知書の写

し等を提出するものとする。 

（提出がなされない場合においては、自社で雇用されていないものとみなす。） 
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別記２（地域防災力維持型） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

評価

点数

(a)工事成績 2.0

「業種：土木一式」

0.0

0.3

0.2

0.0

0.7

0.0

1.5

1.0

0.5

0.0

1.5

0.0

0.5

0.0

0.5

0.0

0.5

0.0

0.5

0.0

2.0

1.0

0.5

0.0

満点 10.0

※７　　　「(d)県産品の活用」において、別表の該当欄が全て空白である場合には、この項目は「条件を満たす」とし0.5点を加点する。

地　域　防　災　力　維　持　型　

分類 評価項目 評価内容 評価基準

0.1～1.9
（令和○年度から令和○年
度）

（工事成績評定点の平均点-70）×0.2

７０．５点未満

(b)優良工事表彰
[業種：土木一式]
　（知事表彰：令和○年度
表彰、令和○年度表彰、所
長表彰：令和〇年度表彰）

福井県の優良工事表彰（知事表彰は過去２年間、○
○事務所長表彰は過去１年間）の有無（※２）

知事表彰受賞による加点申請あり

所長表彰受賞による加点申請あり

加点申請無し（または受賞無し）

７割未満

配
置
予
定
技
術
者

の
技
術
力

 
１
．
５
点

(a)配置予定技術者の保
有する資格等

配置予定技術者の保有する資格および年齢（※４）
 （当該工事の入札書提出日が属する年度の４月１日
時点の年齢）

４０歳未満かつ１級土木施工管理技士または、
４０歳未満かつ１級建設機械施工管理技士

１級土木施工管理技士または１級建設機械施工
管理技士

３５歳未満

上記以外

企
業
の
技
術
力

３
．
０
点

福井県が発注する工事の過去2か年度の企業の工事
成績評定点の平均点が一定の点数を満たしているか
（※１）

８０点以上

７０．５点以上　８０点未満

(C)地域防災力維持
工事を自社で施工（5割以上）および当該土木事務所
管内に主たる営業所を有する企業を下請として活用し
施工する比率（※３）

７割以上

(c)地域貢献度
（令和○年度または令
和○年度）

過去2か年度における県または市町と除雪作業（凍結
防止剤散布を含む）の契約を締結した実績の有無
（※６）

実績あり

実績なし

企
業
の
地
域
性

、
社
会
性
　
５
．
５
点

(a)地域精通度 主たる営業所の所在地
○○市（町）に主たる営業所あり

上記以外

(b)社会貢献度

福井県との緊急災害時等における災害協定締結の有
無（※５）

災害協定の締結あり

災害協定の締結なし

福井県域道路啓開計画への取組
取組あり

取組なし

地域防災力維持型　

※１　　　福井県が発注する工事の過去2か年度の工事成績がない場合は、発注機関ごと当該年度最初の落札１回に限り、７５点を付与する。
　　　　 　なお、同じ入札日に複数の地域防災力維持型の発注工事がある場合には、複数の工事に７５点を申請できるが、開札順で最初に
　　　　 　落札候補者となった１回のみを有効とする。

※２　　 優良工事表彰による加点は、知事表彰については発注機関ごと、所長表彰については表彰を受けた発注機関において、入札公告日
　　　　　の属する各年（表彰日の翌日から翌年の優良工事表彰日までの期間（約1年間））あたり１回限りとする

(d)県産品の活用
発注者指定の品目（特記仕様書　別表　参照）に県産
品を活用する（※７）

条件を満たす

上記以外

(e)契約件数
当該工事の入札書提出日の属する年度の契約件数
（※８）

０件

１件

２件

３件以上

※４　　 合併入札の場合で、それぞれの工事の配置予定技術者の保有する資格等が異なる場合には、評価点が最低となる者で加点する。

※５   　工事施工地係を所管する土木事務所管内で有効なものに限り、加点対象とする。具体的には、
　　　　　　①当該土木事務所と締結した災害協定
　　　　　　②県内全域を対象とした災害協定の場合で、応札者の主たる営業所の所在地が当該土木事務所管内にあるとき。
 　　　　 　とし、「広域災害時における公共土木施設の応急対策に関する協定」は、加点対象外とする。

※６　　　工事施工地係を所管する土木事務所管内で有効なものに限り、加点対象とする。
           具体的には当該土木事務所または当該土木事務所管内の市町との契約締結の実績を加点対象とする。

※８　　　契約件数は、発注機関ごとの入札（総合評価落札方式（地域防災力維持型）によるものに限る。）による土木一式工事のうち、当該
　　　　　 工事の入札書の提出日の前日までに落札決定した件数をいう。 ただし、落札決定した工事が「合併入札」であった場合には、その
　　　　　 入札工事全体で１件とカウントする。
　　　　　 なお、同じ入札日に複数の地域防災力維持型の発注工事がある場合には、１つの工事にのみ契約件数に応じた点数を申請し、
　　　　　 それ以外の工事には順次「契約件数が１件ずつ増えたものと仮定した点数」で加点申請を行うこと。ただし、複数の工事に同じ点数
　　　　　 を申請した場合には、全ての申請点数を「0点」として評価する。

※３　　　自社および当該管内の下請企業による施工比率＝｛当初契約額－（管外企業の一次下請額の合計＋管外企業の下請けへの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　材料支給品額の合計）｝／当初契約額　　　（単位：　「割」　未満端数切捨て）
　　　　　 自社で施工する比率が５割以上とする場合に限り加点する。
　　　　　 合併入札の場合は、いずれの工事も自社（５割以上）および当該管内の下請企業で施工する比率を７割以上とする場合に限り加点する。
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技術資料（様式第４号）                           （用紙Ａ４） 

 

令和○年○月○日 

 

 

福井県知事 

○○ ○○ 様 

住 所  〒○○○－○○○○ 

○○県○○市○○番       

代表者    ○○株式会社     印 

代表取締役社長 

○○ ○○ 

 

 

 

○○○○年○月○○日付けで入札公告のありました○○○○○○○○○○工事の技術資料を提

出します。なお、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当す

る者でないことならびに添付資料の内容については事実と相違ないことを誓約します。問合せ先

は下記のとおりです。 

 

 

 

記 

 

 

 

問合せ先 

担 当 者 ：  ○○ ○○ 

部  署  ：  ○○本店○○部○○課 

電話番号  ：  （代）○○－○○○－○○○○ ［（内）○○○○］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［P １／○］ 

注意 

① 評価方式を問わず本様式を使用する。 

② 技術資料（様式第４～１３号）は、原則として電子入札システムにより提出すること。（合計

３メガ未満）この場合、社印は不要とするが、社名等はＩＣカードと整合させること。 

③ 添付資料は、入札参加資格確認資料と同時に電送、郵送または持参により１部提出すること。

郵送または持参による場合、書類目録を電送すること。 

④ 技術資料の内容について問合せを行う場合には、上記の連絡先の担当者に行う。 

⑤ 技術資料は入札価格と同程度の意味を持つことから慎重に取り扱うこと。提出後の訂正や修正

は認めない。 

⑥ 記載内容の確認のため発注者より追加資料の提出を求められた場合には、速やかに対応するこ

と。 

⑦ 資料作成に要する費用は提出者の負担とする。 
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様
式

第
４

号
の

２
（

地
域

防
災

力
維

持
型

）

工
事

名

工
事

場
所

○
○

○
○

川
　

○
○

市
○

○

地
域

精
通

度
社

会
貢

献
度

福
井

県
と

の
災

害
協

定
の

締
結

福
井

県
域

道
路

啓
開

計
画
へ

の
取

組

件
数

平
均

（
小

数
二

位
切

捨
）

加
算

点
表

彰
区

分
加

算
点

有
無

加
算

点
資

格
名

加
算

点
主

た
る

営
業
所

加
算

点
有

無
加

算
点

有
無

加
算

点
有

無
加

算
点

有
無

加
算

点
件

数
加

算
点

配
点

最
大

8
0
点

以
上

2
.
0

知
事

表
彰

0
.
3

7
割

以
上

0
.
7

3
.
0

4
0
歳

未
満

か
つ

一
級

土
木

1
.
5

1
.
5

○
○

市
1
.
5

有
0
.
5

有
0
.
5

有
0
.
5

有
0
.
5

0
件

2
.
0

5
.
0

9
.
5

7
0
.
5
～

7
9
.
9
点

（
工

事
成

績
評

定
点

の
平

均
点

-
7
0
）

×
0
.
2

～
所

長
表

彰
0
.
2

1
級

土
木

3
5
歳

未
満

1
.
0

0
.
5

1
件

2
件

1
.
0

0
.
5

～
　

最
小

7
0
.
5
点

未
満

0
.
0

表
彰

無
し

0
.
0

7
割

未
満

0
.
0

0
.
0

そ
の

他
0
.
0

0
.
0

上
記

以
外

0
.
0

無
0
.
0

無
0
.
0

無
0
.
0

無
0
.
0

3
件

以
上

0
.
0

0
.
0

0
.
0

記
載

例

㈱
○

○
○

6
7
5
.
5

1
.
1

所
長

表
彰

0
.
2

8
0
.
7

2
.
0

4
0
歳

未
満

か
つ

一
級

土
木

1
.
5

1
.
5

○
○

市
1
.
5

無
0
.
0

無
0
.
0

有
0
.
5

有
0
.
5

1
件

1
.
0

3
.
5

7
.
0

自
己

評
価

点

㈱
○

○
○

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

（
平

均
点

は
少

数
点

第
二

位
以

下
を

切
捨

て
た
小

数
点

第
一

位
ま

で
の
数

値
と

し
、

加
算

点
は

計
算

し
た

結
果

の
小

数
点
第

二
位

以
下

を
切

捨
て
る

）

注
意

・
事

後
審

査
型

の
案

件
に

お
い

て
、

入
札

公
告

に
従

い
、

入
札

書
と

同
時

に
提

出
す

る
。

・
入

札
公

告
に

添
付

さ
れ

た
評

価
基

準
表

に
従

い
、

様
式

第
9
号

～
第

1
3
号

を
作

成
し

た
後

に
、

記
入

す
る

こ
と

。

・
評

価
対

象
と

な
っ

て
い

な
い

項
目

に
つ

い
て

は
空

欄
と

す
る

こ
と

。

・
様

式
の

改
変

は
行

わ
ず

、
黄

色
着

色
の

箇
所

の
み

記
入

し
、

入
札

公
告

に
添

付
さ

れ
た

エ
ク

セ
ル

の
ま

ま
提

出
す

る
こ

と
。

な
お

、
フ

ァ
イ

ル
名

に
は

企
業

名
称

を
含

め
る

こ
と

。

・
入

札
書

の
提

出
に

際
し

、
エ

ク
セ

ル
以

外
の

フ
ァ

イ
ル

形
式

と
な

る
書

類
を

添
付

す
る

必
要

が
あ

る
場

合
は

、
福

井
県

電
子

入
札

運
用

基
準

第
8
条

に
基

づ
き

、
Ｌ

Ｚ
Ｈ

形
式

ま
た

は
Ｚ

ｌ
Ｐ

形
式

に
よ

り
圧

縮
す

る
こ

と
。

・
入

札
参

加
資

格
確

認
申

請
書

提
出

依
頼

を
受

け
た

者
の

み
が

、
入

札
参

加
資

格
確

認
資

料
と

併
せ

て
、

書
類

目
録

(
添

付
資

料
を

郵
送

ま
た

は
持

参
す

る
場

合
）

、
様

式
第

9
号

～
1
3
号

お
よ

び
添

付
資

料
を

提
出

す
る

こ
と

。

・
様

式
第

4
号

の
2
と

様
式

第
9
号

～
1
3
号

の
記

載
内

容
に

不
整

合
が

な
い

よ
う

、
十

分
に

注
意

し
て

作
成

す
る

こ
と

。
不

整
合

が
あ

っ
た

項
目

は
、

加
点

し
な

い
こ

と
が

あ
る

。

（
注

１
）

福
井

県
が

発
注

す
る

工
事

の
過

去
2
か

年
度

の
工

事
成

績
が

な
い

場
合

は
、

発
注

機
関

ご
と

当
該

年
度

最
初

の
落

札
１

回
に

限
り

、
７

５
点

を
付

与
す

る
。

　
　

　
　

こ
の

平
均

点
を

加
点

申
請

す
る

場
合

は
、

件
数

欄
に

「
無

」
と

記
入

の
う

え
、

７
５

点
を

平
均

に
記

入
す

る
こ

と

（
注

２
）

優
良

工
事

表
彰

に
よ

る
加

点
は

、
知

事
表

彰
に

つ
い

て
は

発
注

機
関

ご
と

、
所

長
表

彰
に

つ
い

て
は

表
彰

を
受

け
た

発
注

機
関

に
お

い
て

、
入

札
公

告
日

の
属

す
る

各
年

（
表

彰
日

の
翌

日
か

ら
翌

年
の

優
良

工
事

表
彰

日
ま

で
の

期
間

　
　

　
　

（
約

1
年

間
）

）
あ

た
り

１
回

限
り

と
す

る
。

（
注

３
）

自
社

で
施

工
す

る
比

率
：

｛
当

初
契

約
額

－
（

一
次

下
請

額
の

合
計

+
下

請
け

へ
の

材
料

支
給

品
額

の
合

計
）

｝
／

当
初

契
約

額
　

（
単

位
：

「
割

」
未

満
端

数
切

捨
て

）
　

　
　

　
自

社
お

よ
び

当
該

管
内

の
下

請
企

業
で

施
工

す
る

比
率

：
｛

当
初

契
約

額
－

（
管

外
企

業
の

一
次

下
請

額
の

合
計

+
管

外
下

請
企

業
へ

の
材

料
支

給
品

額
の

合
計

）
｝

／
当

初
契

約
額

　
（

単
位

：
「

割
」

未
満

端
数

切
捨

て
）

技
術

資
料

自
己

評
価

申
請

書

企
業

の
技

術
力

小
計

配
置

予
定

技
術

者

小
計

企
業

の
地
域

性
・

社
会

性

地
域

貢
献

度
県

産
品

の
活

用
契

約
件

数

企
業

名

様
式

第
9

様
式

第
1
1
号

様
式

第
9
号

工
事

成
績

（
注

１
）

優
良
工

事
表

彰
（
注

２
）

自
社

（
5
割

以
上

）
お

よ
び

当
該

管
内

の
下

請
企

業
で

施
工

す
る

比
率

合
計

除
雪

作
業

の
契

約
特

記
仕

様
書

別
表

の
指

定
品

目

保
有

資
格

お
よ

び
年

齢

小
計

技
術

評
価

点
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（様式第９号）（地域防災力維持型用）                      （用紙Ａ４） 

 

企業の技術力および地域性・社会性 

企

業

の

技

術

力 

工事成績評定 
（注１） 

件数      件 平均点（小数点第２位切捨て）     点 

優良工事表彰の 

有無（＊）（注２） 

□知事表彰（受賞年度：令和○○年度） 
 
□○○○○事務所長表彰（受賞年度：令和○○年度） 
 
□加点申請無し（表彰無し） 

 

自社（５割以上）

および当該管内の

下請企業で施工す

る比率（＊）（注３） 

   

□７割以上  □７割未満 

 
＜自社で施工する比率＞ 

｛当初契約額－（一次下請額の合計+下請への材料支給品額の合計）｝／当初契約額 

（単位：「割」 未満端数切捨て） 

＜自社および当該管内の下請企業で施工する比率＞ 

｛当初契約額－（管外企業の一次下請額の合計+管外下請企業への 

材料支給品額の合計）｝／当初契約額 

（単位：「割」 未満端数切捨て） 

企

業

の 

地

域

性

・

社

会

性 

主たる営業所の 

所在地  
主たる営業所の所在地（                  ） 

福井県との災害協

定の締結（＊）（注４） 
□有  ・  □無 

福井県域道路啓開 

計画への取組（＊） 
□取組あり  ・  □取組なし 

除雪契約の有無 
（＊）（注４） 

□有  ・  □無 

指定資材における 

県産品の活用（＊） 
□全てを活用する  ・ □左記以外  

契約件数（＊） 

□ 0 件  ・ □１件  ・  □２件  ・  □３件以上 

 
＜当該年度の入札による契約件数＞ 

発注機関ごとの入札（総合評価落札方式（地域防災力維持型）によるものに限る。）

による土木一式工事のうち、当該工事の入札書の提出日の前日までに落札決定した

件数をいう。 

 
（＊）は該当する箇所に■とマークすること。マークのない場合は評価しない。 
 
（注１） 過去２か年度の工事成績がない場合は、発注機関ごと当該年度最初の落札１回に限り、７５点を付与す

るので、加点申請する場合件数欄に「無」、平均点欄に７５点を記入すること。 
 

（注２） 優良工事表彰による加点は、知事表彰については発注機関ごと、所長表彰については表彰を受けた発注
機関において、入札公告日の属する各年（表彰日の翌日から翌年の優良工事表彰日までの期間（約 1 年間））
あたり１回限りとする。 
 

（注３） 加点申請（「自社（5 割以上）および当該管内の下請企業で施工する比率」を７割以上）する場合は、
当該工事に従事する全員（下請含む）の作業員名簿を常備することを必須条件とする。 
 

（注４） 上記記載の内容が確認できる資料（災害協定の証明書写し、除雪等の契約書の写し）を添付資料として
提出すること。（ただし、当該発注事務所管内の「災害時等における応急対策業務に関する細目協定」を
締結している場合は、災害協定の証明書写しの提出は不要） 
 

（注５） 記載に誤りがある場合は原則評価しないため、「福井県建設工事総合評価落札方式（地域防災力維持型）
実施要領」等を熟読の上、作成すること。 

［P ○／○］ 
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（様式第１１号）（地域防災力維持型）                       （用紙Ａ４） 

 

 

主任（監理）技術者の資格 

配置予定技術者の 
従事役職・氏名・ 
生年月日・年齢 
（※） 

○○技術者  ○○ ○○  ○○○○年 ○月 ○日生 （○○歳） 
 
□３５歳未満 ・ □４０歳未満 ・ □４０歳以上 

最終学歴 ○○大学 ○○工学科 ○○年卒業 

法令による資格 
・免許等 

１級土木施工管理技士 （取得年および登録番号） 
監理技術者資格（取得年、有効期限、登録番号および登録会社） 
監理技術者講習（取得年、修了証番号） 
○○○○○（取得年および登録番号等） 

 
（＊）は該当する箇所に■とマークすること。マークのない場合は評価しない。 
 
注意：上記記載の内容が確認できる資料（年齢が確認できるもの（健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通

知書等）の写し、１級国家資格者証の写し等を添付すること。 
   配置予定技術者の年齢は、当該工事の入札書提出日が属する年度の４月１日時点の年齢とする。 

 
・配置予定の技術者が特定できず、複数となる場合には、本様式の複数枚提出も可能とする。ただし、評価は、合

計点の最低となる配置予定技術者とする。 
 
・記載に誤りがある場合は原則評価しないため、「福井県建設工事総合評価落札方式（地域防災力維持型）実施要領」

等を熟読の上、作成すること。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［P ○／○］ 
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様
式

第
１

２
号

の
１

（
地

域
防

災
力

維
持

型
）

下
請

企
業

名
（
上

段
）

住
所

（
下

段
）

レ
ベ

ル
１

レ
ベ

ル
２

レ
ベ

ル
３

レ
ベ

ル
４

単
位

数
量

（
Ａ

）
0

（
Ｂ

）
0

（
Ｃ

）
0

行
が

足
り

な
い

場
合

は
、

適
宜

追
加

す
る

こ
と

（
Ｚ

）
円

（
Ｃ

）
0

円

（
Ｆ

）
0

円 割
←

5割
以

上
と

な
っ

て
い

る
か

確
認

※
１

　
　

　
消

費
税

を
含

ん
だ

額
を

記
入

す
る

こ
と

。
割

←
7割

以
上

と
な

っ
て

い
る

か

確
認

※
２

　
　

　
自

社
で

施
工

す
る

比
率

＝
｛
当

初
契

約
額

(Z
) 

-
 (

一
次

下
請

額
の

合
計

(A
) 

+
 下

請
け

へ
の

材
料

支
給

品
額

の
合

計
(B

)）
｝
/
当

初
契

約
額

(Z
)　

（
「
割

」
未

満
切

捨
て

）
※

３
　

　
　

自
社

お
よ

び
当

該
管

内
の

下
請

企
業

で
施

工
す

る
比

率
＝

｛
当

初
契

約
額

(Z
) 

-
 (

管
外

一
次

下
請

額
の

合
計

(D
) 

+
 管

外
下

請
へ

の
材

料
支

給
品

額
の

合
計

(E
)）

｝
/
当

初
契

約
額

(Z
)　

（
「
割

」
未

満
切

捨
て

）

0

工
事

を
自

社
お

よ
び

当
該

管
内

の
下

請
企

業
で

施
工

す
る

比
率

000 00 0

自
社

お
よ

び
当

該
管

内
下

請
企

業
で

施
工

す
る

比
率

 ※
３

下
請

合
計

額
（
Ｃ

）
＝

（
Ａ

）
+
（
Ｂ

）

管
外

へ
の

下
請

合
計

額
(Ｆ

)
（
Ｆ
）
＝

（
Ｄ

）
＋

（
Ｅ

）

自
社

で
施

工
す

る
比

率
 ※

２

管
外

下
請

企
業

　
計

（
Ｄ

）
0

（
Ｅ

）
0

（
Ｆ
）

0

　
下

　
請

　
合

　
計

当
初

契
約

額
 ※

１

0

管 外 下 請 企 業

0000

管
内

下
請

企
業

　
計

0
0

0

下
請

け
を

行
う

工
事

一
次

下
請

額
(円

）
 ※

１
下

請
へ

の
材

料
支

給
品

額
(円

）
　

※
１

下
請

合
計

額
(円

）
※

１

00

管 内 下 請 企 業
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監
　

理
　

技
　

術
　

者
　

等

（
主

任
技
術

者
・

監
理

技
術

者
）

建
設
工

事
の

種
類

(
注

1
)

土
木

一
式

工
事

（
記

載
例

）
と

び
・

土
工

・
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ
工

事
（

記
載

例
）

鉄
筋

工
事

○
○
工

事
○
○

工
事

建
設

工
事

(
注

2
）

土
工

法
面
吹

き
付

け
工

鉄
筋
加

工
組
み

立
て

○
○

工

氏
　

　
名

○
○
○

○
（

○
○

歳
）

主
任

技
術

者
が
兼

任
△

△
△
△

☆
☆
☆

☆

○
○
大

学
○

○
学
部

○
○

学
科

同
左

○
○

高
校
○

○
科

○
○
年

卒
業

○
○
年

卒
業

○
級
土

木
施
工

管
理

技
士

同
左

○
級
鉄

筋
施

工
技

能
士

（
取

得
年

お
よ
び

登
録

番
号

）
（
取

得
年

お
よ

び
登

録
番

号
）

監
理

技
術

者
資

格

（
取

得
年

お
よ
び

登
録

番
号

）

(注
1
)建

設
工

事
の

種
類

は
、

建
設

業
法

別
表

第
一

（
上

欄
）
を

記
載

す
る

こ
と

(注
3
)専

門
技

術
者

の
資

格
（
合

格
証

明
書

等
）
が

確
認

で
き

る
資

料
、

自
社

と
３

ヶ
月

以
上

の
雇

用
関

係
が

確
認

で
き

る
資

料
を

添
付

す
る

こ
と

(注
4
)監

理
技

術
者

等
の

評
価

対
象

と
な

る
年

齢
は

、
当

該
工

事
の

入
札

書
提

出
日

が
属

す
る

年
度

の
４

月
１

日
時

点
の

年
齢

を
い

う

専
　

門
　
技

　
術

　
者

(注
2
)建

設
工

事
に

つ
い

て
は

、
建

設
工

事
の

例
示

（
平

成
１

３
年

４
月

３
日

　
国

総
建

第
９

７
号

「
建

設
業

許
可

事
務

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
つ

い
て

）
を

参
考

に
、

当
該

工
事

の
代

表
的

な
工

種
を

記
載

す
る

。

配
置

予
定

の
専

門
技

術
者

（
自

社
施

工
に

係
る

も
の

）

項
目

最
終

学
歴

専
門
技

術
者

と
成

り
得

る
要

件
（

法
令
に

よ
る

免
許

ま
た
は

実
務

経
験
等

）
(
注

3
)

様
式

第
１

２
号

の
２

（
地

域
防

災
力

維
持

型
）
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（様式第１３号）（地域防災力維持型）                       （用紙Ａ４） 
 
 

当該年度の入札による契約件数 

工事名 施工地係 公告日 
工期 
R○年○○月○○日～ 
R○年○○月○○日 

入 札 書 提 出

日 前 日 時 点

の 契 約 状 況

(注 1) 

（記載例） 

 ○○工事その○工事 

○○市 

○○○地係 
R２年○○月○○日 

R２年○○月○○日～ 

R２年○○月○○日 

 

契約中 

 

 
    

 

 
    

 
契約件数 
 

       件 

 
注意：契約件数は、発注機関ごとの入札（総合評価落札方式（地域防災力維持型）によるものに限る。）による土

木一式工事のうち、入札の申し込みを行った日（入札書を提出した日）の前日までに落札決定した回数をいう。 
 
・契約件数が３件以上ある場合は、直近３件の工事を記載すること。 
 
・契約件数について、「合併入札」の場合にはその入札工事全体で１件とカウントする 
 
・記載に誤りがある場合は原則評価しないため、「福井県建設工事総合評価落札方式（地域防災力維持型）実施要領」

等を熟読の上、作成すること。 
 
（注１）当該欄には、「落札決定」「契約中」「完成」を記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［P ○／○］ 
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様
式

第
１

４
号

の
１

（
地

域
防

災
力

維
持

型
）

事
務

所
長

　
様

河
川

路
線

名

下
請

企
業

名
（
上

段
）

住
所

（
下

段
）

レ
ベ

ル
１

レ
ベ

ル
２

レ
ベ

ル
３

レ
ベ

ル
４

単
位

数
量

（
Ａ

）
0

（
Ｂ

）
0

（
Ｃ

）
0

行
が

足
り

な
い

場
合

は
、

適
宜

追
加

す
る

こ
と

（
Ｚ

）
円

（
Ｃ

）
0

円

（
Ｆ

）
0

円 割
←

5
割

以
上

と
な

っ
て

い
る

か
確

認

※
１

　
　

　
消

費
税

を
含

ん
だ

額
を

記
入

す
る

こ
と

。
割

←
7
割

以
上

と
な

っ
て

い
る

か
確

認

※
２

　
　

　
自

社
で

施
工

す
る

比
率

＝
｛
当

初
契

約
額

(Z
) 

-
 (

一
次

下
請

額
の

合
計

(A
) 

+
 下

請
け

へ
の

材
料

支
給

品
額

の
合

計
(B

)）
｝
/
当

初
契

約
額

(Z
)　

（
「
割

」
未

満
切

捨
て

）
※

３
　

　
　

自
社

お
よ

び
当

該
管

内
の

下
請

企
業

で
施

工
す

る
比

率
＝

｛
当

初
契

約
額

(Z
) 

-
 (

管
外

一
次

下
請

額
の

合
計

(D
) 

+
 管

外
下

請
へ

の
材

料
支

給
品

額
の

合
計

(E
)）

｝
/
当

初
契

約
額

(Z
)　

（「
割

」
未

満
切

捨
て

）

（
注

１
）
「
工

事
を

自
社

お
よ

び
当

該
管

内
の

下
請

企
業

で
施

工
す

る
比

率
」
で

加
点

さ
れ

た
場

合
、

工
事

着
手

前
の

提
出

す
る

工
事

元
請

・下
請

関
係

者
届

出
書

提
出

時
に

、
こ

の
様

式
を

提
出

す
る

。

（
受

注
者

名
）

　
　

　
　

　
　

　
 住

所
：

商
号

ま
た

は
名

称
：

　
　

　
　

 代
表

者
名

：
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
印

工
事

を
自

社
お

よ
び

当
該

管
内

の
下

請
企

業
で

施
工

す
る

比
率

　
　

年
　

　
月

　
　

　
日

付
け

で
請

負
契

約
を

締
結

し
た

工
事

に
つ

い
て

、
総

合
評

価
に

お
け

る
「
工

事
を

自
社

お
よ

び
当

該
管

内
の

下
請

企
業

で
施

工
す

る
比

率
」で

加
点

を
受

け
た

の
で

、
福

井
県

建
設

工
事

総
合

評
価

落
札

方
式

（
地

域
防

災
力

維
持

型
）
実

施
要

領
に

基
づ

き
、

下
記

の
下

請
工

事
以

外
の

工
事

に
つ

い
て

、
自

社
で

施
工

す
る

こ
と

を
通

知
し

ま
す

。

工
事

名
施

工
地

係

下
請

け
を

行
う

工
事

一
次

下
請

額
(円

）
 ※

１
下

請
へ

の
材

料
支

給
品

額
(円

）
　

※
１

下
請

合
計

額
(円

）※
１

管 内 下 請 企 業

0 0 0 0 0 0 0

管
内

下
請

企
業

　
計

0
0

00

管 外 下 請 企 業

0 0 0 0

自
社

で
施

工
す

る
比

率
 ※

２

自
社

お
よ

び
当

該
管

内
下

請
企

業
で

施
工

す
る

比
率

 ※
３

（
注

２
）
「
工

事
を

自
社

で
施

工
す

る
」
と

は
、

自
社

で
雇

用
さ

れ
て

い
る

社
員

に
よ

り
施

工
す

る
こ

と
を

指
す

。
　

　
　

　
な

お
、

自
社

で
雇

用
さ

れ
て

い
な

い
者

が
施

工
し

て
い

た
工

種
に

つ
い

て
は

、
す

べ
て

下
請

契
約

に
よ

り
施

工
し

て
い

た
も

の
と

み
な

す
。

　
　

　
　

自
社

で
雇

用
さ

れ
て

い
る

旨
の

確
認

に
つ

い
て

は
、

発
注

者
の

求
め

に
応

じ
住

民
税

特
別

徴
収

税
額

通
知

書
の

写
し

等
を

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。

　
　

　
　

（
提

出
が

な
さ

れ
な

い
場

合
に

お
い

て
は

、
自

社
で

雇
用

さ
れ

て
い

な
い

も
の

と
み

な
す

。
）

（
Ｆ

）

0 0 0

　
下

　
請

　
合

　
計

当
初

契
約

額
 ※

１

下
請

合
計

額
（
Ｃ

）
＝

（
Ａ

）
+
（
Ｂ

）

管
外

へ
の

下
請

合
計

額
(Ｆ

)
（
Ｆ

）
＝

（
Ｄ

）
＋

（
Ｅ

）

管
外

下
請

企
業

　
計

（
Ｄ

）
0

（
Ｅ

）
0
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事

務
所

長
　

様

監
　

理
　

技
　

術
　

者
　

等

（
主

任
技

術
者

・
監

理
技

術
者

）

建
設

工
事

の
種

類
(
注

1
)

土
木

一
式

工
事

（
記

載
例

）
と

び
・

土
工

・
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ
工

事
（

記
載

例
）

鉄
筋

工
事

○
○

工
事

○
○

工
事

○
○

工
事

建
設

工
事

(
注

2
）

土
工

法
面

吹
き

付
け

工
鉄

筋
加

工
組

み
立

て
○

○
工

氏
　

　
名

○
○

○
○

（
○

○
歳

）
主

任
技

術
者

が
兼

任
△

△
△

△
☆

☆
☆

☆

○
○

大
学

○
○

学
部

○
○

学
科

同
左

○
○

高
校

○
○

科

○
○

年
卒

業
○

○
年

卒
業

○
級

土
木

施
工

管
理

技
士

同
左

○
級

鉄
筋

施
工

技
能

士

（
取

得
年

お
よ

び
登

録
番

号
）

（
取

得
年

お
よ

び
登

録
番

号
）

監
理

技
術

者
資

格

（
取

得
年

お
よ

び
登

録
番

号
）

(注
1
)建

設
工

事
の

種
類

は
、

建
設

業
法

別
表

第
一

（
上

欄
）を

記
載

す
る

こ
と

(注
3
)専

門
技

術
者

の
資

格
（
合

格
証

明
書

等
）
が

確
認

で
き

る
資

料
、

自
社

と
３

ヶ
月

以
上

の
雇

用
関

係
が

確
認

で
き

る
資

料
を

添
付

す
る

こ
と

(注
4
)監

理
技

術
者

等
の

評
価

対
象

と
な

る
年

齢
は

、
当

該
工

事
の

入
札

書
提

出
日

が
属

す
る

年
度

の
４

月
１

日
時

点
の

年
齢

を
い

う

様
式

第
１

４
号

の
２

（
地

域
防

災
力

維
持

型
）

(注
2
)建

設
工

事
に

つ
い

て
は

、
建

設
工

事
の

例
示

（
平

成
１

３
年

４
月

３
日

　
国

総
建

第
９

７
号

「
建

設
業

許
可

事
務

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
つ

い
て

）を
参

考
に

、
当

該
工

事
の

代
表

的
な

工
種

を
記

載
す

る
。

項
目

最
終

学
歴

専
門

技
術

者
と

成
り

得
る

要
件

（
法

令
に

よ
る

免
許

ま
た

は
実

務
経

験
等

）
(
注

3
)

専
　

門
　

技
　

術
　

者

（
受

注
者

名
）

　
　

　
　

　
　

　
住

所
：

商
号

ま
た

は
名

称
：

　
　

　
　

代
表

者
名

：
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
印

自
社

施
工

に
係

る
専

門
技

術
者

の
配

置
に

つ
い

て

　
　

年
　

　
月

　
　

　
日

付
け

で
請

負
契

約
を

締
結

し
た

工
事

に
つ

い
て

、
総

合
評

価
に

お
い

て
「
工

事
を

自
社

お
よ

び
当

該
管

内
の

下
請

企
業

で
施

工
す

る
比

率
」
で

加
点

を
受

け
た

の
で

、
福

井
県

建
設

工
事

総
合

評
価

落
札

方
式

（
地

域
防

災
力

維
持

型
）
実

施
要

領
に

基
づ

き
、

自
社

で
施

工
す

る
工

事
に

つ
い

て
下

記
の

と
お

り
専

門
技

術
者

を
配

置
し

ま
す

の
で

、
通

知
し

ま
す

。


